
令和５・６年度
相模原市学校給食用物資

納入業者説明会

令和４年１１月
教育局 学校給食課



本日の内容

１ 公会計化の概要

２ 物資の登録区分について

３ 公会計化前後の登録から支払までの比較

４ 業者登録について

５ 食材選定について
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・全国８割以上は口座振替を実施済
・さらなる教職員の負担軽減等のため
に公会計化を推進

・政令指定都市では２０市中７市が公
会計化済

・本市の場合はＰＴＡ協力による現金徴収（全国で5％）
・このため、２段階の改善を一気に実施
１段階目：徴収方法の改善（現金徴収→口座振替等）
２段階目：市の歳入歳出予算に組み入れ

１ 公会計化の概要

公会計化とは

学校

保護者

口座振替

保護者

口座振替

私会計
（給食会計）
学校長口座

公会計
（一般会計）

市口座

一般的な公会計化事例

学校
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現金

学校

保護者

私会計
（給食会計）
学校長口座

私会計
（給食会計）
学校長口座

本市の場合

保護者

公会計
（一般会計）

市口座

口座振替 口座振替

児童生徒

ＰＴＡ等

１段階目 ２段階目

徴収方法の変更地方公共団体の
歳入歳出予算に組み入れ

学校給食費等を地方公共団体の歳入歳出予算に組み入れること

公会計化

公会計化による大幅な改善

市市

3



１ 公会計化の概要

①教育委員会が給食費の徴収・管理業務を実施（学校から移管）

教職員の負担軽減、児童生徒と向き合う時間の確保効果

①安全性の向上効果 ②保護者の負担軽減

・徴収等の従事時間の減
約５１，５００時間/年（１校当たり約６７０時間/年）

・児童生徒による現金持参や学校における
現金管理の廃止

→現金紛失や盗難リスクの減
影響：約３４，０００人

・徴収等の従事時間の減
約２６，６００時間/年
（１校当たり約３９０時間/年）

・現金準備が不要
影響：約３４，０００人

②現金徴収を廃止し、口座振替等に変更

改善内容

・学校現場が給食費の徴収・管理業務を実施している学校（７６校）
・デリバリー給食実施校は改善の必要なしのため対象外

対象範囲

▶業者登録・物資選定・食材費の支払い等も相模原市のルールに基づき、適正に

行っていく必要がある。
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２ 物資の登録区分について
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「学校・センター別物資」と「共通物資」

共通物資学校・センター別物資
※以降「学校別物資」と表記

＊「さがみはらの給食」で使用する物資

＊生鮮品(肉、魚、青果、日持ちの
しない冷蔵品等)は除く

市役所で入札・見積合せを実施し、使
用する物資の発注先を決定します。

＊「学校・給食センター独自献立」で
使用する物資

＊給食で使用するすべての生鮮品
（肉、魚、青果、日持ちのしない
冷蔵品等）

各校で見積合せを実施し、使用する物
資の発注先を決定します。
※センターでは引き続き入札・見積合せ
を実施。

▶登録申請時に希望する登録区分（物資分類）にチェックをしていただきます。
▶チェックをいただいた登録区分（物資分類）の入札・見積合せに参加いただく
ことができるようになります。



２ 物資の登録区分について ２－１ 学校別物資（予定）

物資分類 主な品目

Ａ（肉） 精肉、ハム、ソーセージ、ベーコン、鶏がらパック等

Ｂ（魚介）
魚（切り身、開き、角切、筒切等）、えび、いか
たこ、魚介練り製品等

Ｃ（卵） 鶏卵、液卵等

Ｄ（豆腐） 豆腐、油揚げ、生揚げ、がんもどき等

Ｅ（こんにゃく） こんにゃく、しらたき等

Ｆ（冷凍食品） 冷凍野菜、冷凍麺類、冷凍フルーツ等

Ｇ（乾物・缶詰・レトルト）
粉類、小麦粉製品、油、トマト加工品、春雨、ごま、缶詰、
レトルト、豆類、削り節、煮干し、紙カップ等

Ｈ（冷蔵品） 乳製品類、藻類、生麺等

Ｉ（個袋） ジャム、ナッツ、型抜きチーズ等

Ｊ（調味料） 共通物資以外の調味料

Ｋ（デザート） ヨーグルト、ジュース、ゼリー等

Ｌ（野菜） にんじん、玉ねぎ、小松菜、いも類、きのこ類等

Ｍ（果物） 柑橘類、すいか、メロン等

Ｎ（基幹物資） 市販パン
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２ 物資の登録区分について ２－２ 学校別物資の配送先区分（予定）

配送地域区分 配送先（特定の学校のみ配送も可能）

藤野地区（２） 藤野小・藤野南小

緑区（１０）
当麻田小・宮上小・二本松小・橋本小・旭小・九沢小・相原小・大沢小・
大島小・作の口小

中央区（１９）
新宿小・清新小・小山小・向陽小・田名小・田名北小・星が丘小・大野北
小・上溝小・淵野辺小・青葉小・陽光台小・中央小・弥栄小・横山小・富
士見小・淵野辺東小・上溝南小・光が丘小

南区（２３）

若松小・谷口小・若草小・新磯小・緑台小・麻溝小・東林小・くぬぎ台
小・鹿島台小・上鶴間小・鶴の台小・相模台小・夢の丘小・相武台小・大
沼小・桜台小・鶴園小・南大野小・もえぎ台小・谷口台小・大野小・双葉
小・大野台中央小

給食センター（３）※ 上溝学校給食センター・城山学校給食センター・津久井学校給食センター

※学校給食センターは、センター単位での登録を行うもの。各センターごとの対象校は以下のとおり

上溝学校給食センター：共和小・大野台小・並木小

城山学校給食センター：川尻小・湘南小・広陵小・広田小・桂北小・千木良小・内郷小・相模丘中・中沢中

津久井学校給食センター：中野小・根小屋小・串川小・津久井中央小・中野中・串川中・青和学園・鳥屋学園

（令和４年度までは鳥屋小・鳥屋中）
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２ 物資の登録区分について ２－３ 共通物資（予定）
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物資分類 主な品目

Ｆ（冷凍食品） 星型ハンバーグ等

Ｇ（乾物・缶詰・レトルト）
粉類、小麦粉製品、油、トマト加工品、春雨、ごま、缶詰、
レトルト、豆類、削り節、煮干し、紙カップ等

Ｈ（冷蔵品） バター、マーガリン、チーズ類、果汁等

Ｉ（個袋） ジャム、ナッツ、型抜きチーズ等

Ｊ（調味料） 砂糖類、スパイス類等

Ｋ（デザート） はやぶさゼリー等

Ｎ（基幹物資） 県規格パン、米飯、飲用牛乳

従来は学校別物資のみの扱いとなっていたものも、その多くが共通物資として選定が行われます。

(例)干し椎茸、米白絞油、サラダ油、しょうゆ、みりん、酒、酢、みそ、ソース類など

ただし、共通物資として選定されている物資であっても学校独自献立の部分で使用するものに関しては、

各校・給食センターで見積合せが行われ、使用する物資をそれぞれが決めることになります。



３ 公会計化前後の登録から支払いまでの比較

公会計化前
（令和４年度まで）

必要に応じて誓約書等

参考見積の提出

見本・価格による選定

業者登録

公会計化後（予定）
（令和５年度から）

業者登録

※各学校によって異なる場合もあります

発注・納品・支払い

見本による選定

価格による選定

契約(契約書・請書)

発注・納品・支払い

参考見積の提出
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４ 業者登録について（予定）

10

※詳細は変更となる場合があります。変更についてはＨＰに随時掲載

しますので、ご確認よろしくお願いいたします。

▶登録申請に関する概要・必要書類について

◎12月上旬に相模原市ＨＰに登録申請に関する要綱及び申請書類を掲載します。

◎学校給食課窓口でも配付予定です。（配付開始日はＨＰをご覧ください）

▶申請期間及び時間

◎1月4日(水)～1月20日(金) 午前9時～午後4時まで

▶申請場所

◎学校給食課窓口（市役所第２別館5階）



項目 学校別物資 共通物資

登録要件

・税の滞納がない
・暴力団排除
・衛生状態
（※相模原市競争入札参加
名簿への登録）

・税の滞納がない
・暴力団排除
・衛生状態
・相模原市競争入札参加名
簿への登録

配送地区の選択 学校単位で登録可 原則全校納入

取扱区分の選択 物資の分類ごとに登録可 物資の分類ごとに登録可

登録期間 ２年間 ２年間

登録先 教育委員会 教育委員会

▶２年に１回、３週間程度の募集期間を設けて物資納入業者選定委員会で選定予定

⇒相模原市では１月に募集を実施している

※学校別物資登録業者の中で配送地域区分を給食センターで希望する業者は、予定

価格が１００万円を超える場合は入札を行うため登録が必須となります。

４ 業者登録について（予定）
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▶税の滞納がないこと

◎前年度の地方税を完納している証明書（予定）

▶暴力団排除

◎暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書への記載（予定）

★必要に応じて神奈川県警察本部に市が照会することへの同意

▶衛生状態

◎食品衛生法第５５条第１項に基づく許可を要する申請者

⇒「食品営業許可証の写し」と「食品衛生監視票の写し」（予定）

◎食品衛生法第５７条第１項に基づく届出を要する申請者

⇒「営業届の写し」（予定）

４ 業者登録について（予定）
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▶相模原市競争入札参加名簿への登録について

◎本市が発注する入札に参加するには、相模原市競争入札参加資格の認定を受けて

いる必要があります。参加資格の申請は「かながわ電子入札共同システム」のＷＥ

Ｂサイトから手続きが可能です。

https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/

《ＷＥＢサイト画面》

４ 業者登録について（予定）
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▶相模原市競争入札参加名簿への登録について

◎申請にあたり神奈川県と相模原市へ提出する書類があります。提出書類等の詳細

は「かながわ電子入札共同システム」のＷＥＢサイトに掲載している「申請の手引

き」をご覧ください。

《ＷＥＢサイト画面》

４ 業者登録について（予定）

14



４ 業者登録について（予定）

15※お手数ですが登録希望の場合は余裕をもった申請をお願いいたします。

令和３・４年度随時申請

令和５・６年度随時申請

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

▶相模原市競争入札参加名簿への登録について

◎学校給食のスケジュール上、令和５年度以前に令和４年度の２月・３月にも入札を

実施する可能性があるため

【令和５年２月１日認定日の令和３・４年度随時申請】⇒令和５年１月４日受付締切

【令和５年５月１日認定日の令和５・６年度随時申請】⇒令和５年４月１日受付締切

に申請していただく必要があります。

※定期申請ではありませんのでご注意ください。令和５・６年度の締切日は現時点での予定です。

《随時申請受付締め切りスケジュール》

令和４年



市役所
※センター
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▶１登録後～３価格選定間で参考見積を依頼する場合があります。

▶２見本選定を行った上で価格選定を行う業者に、入札又は見積合せの通知を行います。

▶３価格選定の方法は予定価格によって、入札か見積合せのいずれかになる予定です。

▶契約の金額によって、請書又は契約書の作成をお願いいたします。

▶契約の金額によって、請書の作成が不要となる場合と請書の作成を依頼する場合があります。

５ 食材選定について（予定）

イメージ

３ 価格選定

価格に
よる審査
【入札又は
見積合せ】

価格
提出
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▶１登録後～３価格選定間で参考見積を依頼する場合があります。

▶２見本選定を行った上で価格選定を行う業者に、入札又は見積合せの通知を行います。

▶参考見積の金額が少額の場合、３価格選定を行わずに発注が確定する場合があります。

この場合は請書の作成も不要となります。

▶契約の金額によって、請書又は契約書の作成をお願いいたします。

▶契約の金額によって、請書の作成が不要となる場合と請書の作成を依頼する場合があります。

５ 食材選定について（予定）

イメージ

３ 価格選定

価格に
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【入札又は
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提出
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